
安 全 デ ー タ シ ー ト

( J I S  Z 7 2 5 3 : 2 0 1 9 準 拠 )

酢 酸 エ チ ル

作成日 2003年12月05日

改訂日 2010年03月31日

改訂日 2020年03月13日

１ ． 化 学 品 等 及 び 会 社 情 報

化 学 品 の 名 称 酢酸エ チル ( E thy l  a ce ta te )

製 品 コ ー ド R 01-B -086

会 社 名 ○○○○株式会社

住 所 東京都△△区△△町△丁目△△番地

電 話 番 号 03-1234-5678

フ ァ ッ ク ス 番 号 03-1234-5678

電 子 メ ー ル ア ド レ ス 連絡先＠検セ.or . j p

緊 急 連 絡 電 話 番 号 03-1234-5678

推 奨 用 途 及 び 使 用 上 の 制 限 溶剤、有機合成原料 ( N ITE-CH R IPより引用)

２ ． 危 険 有 害 性 の 要 約

G H S 分 類

分 類 実 施 日

( 物 化 危 険 性 及 び 健 康 有 害 性 )

R 2 .3 .13、政府向けGH S分類ガイダンス ( H 25年度改訂版 ( v e r1 .1 ) )

を使用

J IS Z 7252 :2019準拠 ( GH S改訂6版を使用)

物 理 化 学 的 危 険 性 引火性液体 区分2

健 康 に 対 す る 有 害 性 急性毒性 ( 吸入: 蒸気) 区分4

眼に対す る重篤な損傷性／

眼刺激性

区分2B

特定標的臓器毒性 ( 単回ばく

露)

区分3 ( 気道刺激性)

区分3 ( 麻酔作用)

分 類 実 施 日

( 環 境 有 害 性 )

H 21年度、政府向けGH S分類ガイダンス ( H 21 .3版)  ( R 1年度、分類

実施中)

環 境 に 対 す る 有 害 性 -

Ｇ Ｈ Ｓ ラ ベ ル 要 素

絵 表 示

注 意 喚 起 語 危険

危 険 有 害 性 情 報 引火性の高い液体及び 蒸気

強い眼刺激

吸入す ると有害

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめ ま いのおそれ

注 意 書 き

　 安 全 対 策 熱，高温のも の，火花，裸火及び 他の着火源から 遠ざ けるこ と。禁

煙。

容器を密閉しておくこ と。

容器を接地しアー スをとるこ と。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用す るこ と。

火花を発生させない工具を使用す るこ と。

静電気放電に対す る措置を講ず るこ と。

粉じん ／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプ レー の吸入を避けるこ と。

取扱後はよく手を洗うこ と。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用す るこ と。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用す るこ と。

　 応 急 措 置 火災の場合：消火す るため に適切な消火剤を使用す るこ と。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い姿勢で休息さ

せるこ と。気分が悪い時は医師に連絡す るこ と。

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこ

と。皮膚を水又はシャ ワー で洗うこ と。

眼に入っ た場合：水で数分間注意深く洗うこ と。次にコ ンタク トレンズ

を着用していて容易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を続ける

こ と。

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けるこ と。

　 保 管 換気の良い場所で保管す るこ と。容器を密閉しておくこ と。

涼しいとこ ろに置くこ と。

施錠して保管す るこ と。

　 廃 棄 内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業

者に依頼して廃棄す るこ と。

他 の 危 険 有 害 性 情報なし
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３ ． 組 成 及 び 成 分 情 報

単 一 製 品 ・ 混 合 物 の 区 別 単一製品

化 学 名 又 は 一 般 名 酢酸エ チル

別 名 エ チル=アセター ト

濃 度 又 は 濃 度 範 囲 情報なし

分 子 式  ( 分 子 量 ) C4H 8O2  ( 88 .11 )

化 学 特 性  ( 示 性 式 又 は 構 造 式 )

C A S 番 号 141-78-6

官 報 公 示 整 理 番 号

( 化 審 法 )

2-726

官 報 公 示 整 理 番 号

( 安 衛 法 )

情報なし

分 類 に 寄 与 す る 不 純 物 及 び 安 定 化

添 加 物

情報なし

４ ． 応 急 措 置

吸 入 し た 場 合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い姿勢で休息させるこ と。気分

が悪い時は医師に連絡す るこ と。

皮 膚 に 付 着 し た 場 合 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこ と。皮膚を水又はシャ ワー で洗う

こ と。

眼 に 入 っ た 場 合 水で数分間注意深く洗うこ と。次にコ ンタク トレンズ を着用していて容

易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を続けるこ と。

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けるこ と。

飲 み 込 ん だ 場 合 口をす す ぐこ と。気分が悪い時は医師に連絡す るこ と。

急 性 症 状 及 び 遅 発 性 症 状 の 最 も

重 要 な 徴 候 症 状

吸入: 咽頭痛、咳、頭痛、嗜眠

皮膚: 発赤、皮膚の乾燥

眼: 充血

応 急 措 置 を す る 者 の 保 護 情報なし

医 師 に 対 す る 特 別 な 注 意 事 項 情報なし

５ ． 火 災 時 の 措 置

適 切 な 消 火 剤 アルコ ー ル耐性泡消火薬剤、泡消火薬剤、粉末消火薬剤、二酸化炭

素、細噴霧水

使 っ て は な ら な い 消 火 剤 棒状注水

特 有 の 危 険 有 害 性 引火性が高い。蒸気/空気の混合気体は、爆発性である。加熱す る

と、破裂の危険を伴う圧力上昇が起こ る。

特 有 の 消 火 方 法 水を噴霧して容器類を冷却す る。

消 火 を 行 う 者 の 保 護 自給式呼吸器、防護服 ( 耐熱性)  を着用す る。

６ ． 漏 出 時 の 措 置

人 体 に 対 す る 注 意 事 項 、 保 護 具 及

び 緊 急 措 置

関係者以外の立ち入りを禁止す る。

作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避け

る。

環 境 に 対 す る 注 意 事 項 周辺環境に影響がある可能性があるため 、製品の環境中への流出を

避ける。

封 じ 込 め 及 び 浄 化 の 方 法 及 び 機 材 す べての発火源を取り除く。

危険区域から 立ち退く。

専門家に相談す る。

個人用保護具: 空気中濃度に応じた有機ガス及び 蒸気用フ ィルター

付マスク

下水に流してはなら ない。

漏れた液やこ ぼれた液を、密閉式の容器にできる限り集め る。

残留液を、砂又は不活性吸収剤に吸収させる。

７ ． 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

取 扱 い

技 術 的 対 策 「8 . ばく露防止及び 保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて

保護具を着用す る。

安 全 取 扱 い 注 意 事 項 熱，高温のも の，火花，裸火及び 他の着火源から 遠ざ けるこ と。禁

煙。

ミストの発生を防ぐ。

容器を密閉しておくこ と。

容器を接地しアー スをとるこ と。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用す るこ と。

火花を発生させない工具を使用す るこ と。

静電気放電に対す る措置を講ず るこ と。

充填、取り出し、取り扱い時に圧縮空気を使用してはなら ない。
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粉じん ／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプ レー の吸入を避けるこ と。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用す るこ と。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用す るこ と。

作業衣を家に持ち帰っ てはなら ない。

接 触 回 避 「10 . 安全性及び 反応性」を参照。

衛 生 対 策 こ の製品を使用す る時に、飲食又は喫煙しないこ と。

取扱い後はよく手を洗うこ と。

保 管

安 全 な 保 管 条 件 施錠して保管す るこ と ( 毒劇物) 。

耐火設備で保管す る。

換気の良い場所で保管す るこ と。容器を密閉しておくこ と。

涼しいとこ ろに置くこ と。

強酸化剤、強塩基及び 強酸から 離しておく。

安 全 な 容 器 包 装 材 料 消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用す る。

８ ． ば く 露 防 止 及 び 保 護 措 置

許 容 濃 度 に つ い て は 日 本 産 衛 学 会

の 「 許 容 濃 度 の 勧 告 」 及 び A C G H I の

「 T L V s  a n d  B E I s 」 に つ い て 記 載 し

て い ま す 。

管 理 濃 度 200  ppm

許 容 濃 度

日 本 産 衛 学 会  ( 2 0 1 9 年 度 版 ) 200  ppm、720  mg /m 3

A C G I H  ( 2 0 1 9 年 版 ) TLV -TWA : 400  ppm、1 ,440  mg /m 3

設 備 対 策 第2種有機溶剤に係る設備を用いる。

容器を接地しアー スをとるこ と。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用す るこ と。

火花を発生させない工具を使用す るこ と。

静電気放電に対す る措置を講ず るこ と。

全体換気装置又は局所排気装置を使用す る。

保 護 具

呼 吸 用 保 護 具 必要に応じて保護マスク や呼吸用保護具を着用す る。

手 の 保 護 具 保護手袋を着用す る。

眼 の 保 護 具 呼吸用保護具と併用して、安全眼鏡又は眼用保護具を着用す る。

皮 膚 及 び 身 体 の 保 護 具 保護衣を着用す る。

９ ． 物 理 的 及 び 化 学 的 性 質

物 理 的 状 態

物 理 状 態 液体 ( 20℃、1気圧)  ( GH S判定)

色 無色透明 ( ホンメ ル ( 1991 ) )

臭 い こ こ ちのよい果実臭 ( ホンメ ル ( 1991 ) )

融 点 ／ 凝 固 点 -83 .8℃ ( H SDB  ( A cces s  on  Oc tobe r  2019 ) )

沸 点 、 初 留 点 及 び 沸 騰 範 囲 77℃ ( N F PA  ( 2010 ) )

可 燃 性 可燃性液体 ( ホンメ ル ( 1991 ) )

爆 発 下 限 界 及 び 爆 発 上 限 界 ／ 可 燃

限 界

2 .0～11 .5  v o l ％ ( N F PA  ( 2010 ) )

引 火 点 -4℃ ( c .c . )  ( N F PA  ( 2010 ) )

自 然 発 火 点 426℃ ( N F PA  ( 2010 ) )

分 解 温 度 デ ー タなし

p H デ ー タなし

動 粘 性 率 0 .423  mPa ･s  ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

溶 解 度 水：8 .0x 10 4  m g /L ( 25℃)  ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r

2019 ) )

エ タノー ル、エ チルエ ー テ ルに混和、アセトン、ベンゼ ンに易溶

( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

n - オ ク タ ノ ー ル ／ 水 分 配 係 数 l o g  Kow  =  0 .73  ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

蒸 気 圧 93 .2  mmH g  （25℃） ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

密 度 及 び ／ 又 は 相 対 密 度 0 .9003  g /cm 3  ( 20℃)  ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

相 対 ガ ス 密 度 3 .04  ( 空気=1 )  ( H SDB  ( A cces s  on  N ov embe r  2019 ) )

粒 子 特 性 該当しない

１ ０ ． 安 定 性 及 び 反 応 性

反 応 性 「危険有害反応可能性」を参照。

化 学 的 安 定 性 情報なし

危 険 有 害 反 応 可 能 性 強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険を生じる。

強塩基及び 強酸と 激しく反応す る。

ゴ ム 及び ある種のプ ラ スチック を侵す 。

避 け る べ き 条 件 混触危険物質との接触

混 触 危 険 物 質 強酸化剤、強塩基、強酸

危 険 有 害 な 分 解 生 成 物 情報なし

１ １ ． 有 害 性 情 報

急 性 毒 性
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経 口 【分類根拠】

( 1 ) ～( 4 )  より、区分に該当しない。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ラ ットのLD50 : 5 ,600  mg /k g  ( A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) )

( 2 )  ラ ットのLD50 : 10 ,100  mg /k g  ( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) )

( 3 )  ラ ットのLD50 : 11 .3  g /k g  ( 11 ,300  mg /k g )  ( I R IS ( 1987 ) )

( 4 )  ラ ットのLD50 : 5 ,620  mg /k g  ( 環境省リスク 評価第10巻

( 2012 ) )

経 皮 【分類根拠】

( 1 ) 、 ( 2 )  より、区分に該当しない。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ウサギ のLD50 : >  18 ,000  mg /k g  ( S IDS ( 2008 ) 、DF GOT

v o l .  12  ( 1999 ) )

( 2 )  ウサギ のLD50 : >  20  mL/k g  ( 18 ,000  mg /k g )  ( 環境省リス

ク 評価第10巻 ( 2012 ) )

吸 入 :  ガ ス 【分類根拠】

GH Sの定義における液体であり、ガイダンスの分類対象外に相当

し、区分に該当しない。

吸 入 :  蒸 気 【分類根拠】

( 1 ) 、 ( 2 )  より、区分4とした。

なお、ばく露濃度 が飽和蒸気圧濃度 ( 123 ,000  ppm )  の90％より

低いため 、ミストがほとん ど 混在しないも のとしてppmを単位とす る

基準値を適用した。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ラ ットのLC50  ( 4時間) : 14 ,640  m l /m 3  ( 14 ,640  ppm )

( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) )

( 2 )  ラ ットのLC50  ( 6時間) : 16 ,000  ppm  ( 4時間換算値: 19 ,600

ppm )  ( H SDB  ( A cces s  on  Sep tembe r  2019 ) )

【参考デ ー タ等】

( 3 )  ラ ットのLC50  ( 4時間) : 4 ,000  ppm  ( H SDB  ( A cces s  on

Sep tembe r  2019 ) )

( 4 )  ラ ットのLC50  ( 6時間) : >  6 ,000  ppm  ( 4時間換算値: 7 ,300

ppm )  ( S IDS ( 2008 ) )

吸 入 :  粉 じ ん 及 び ミ ス ト 【分類根拠】

デ ー タ不足のため 分類できない。

皮 膚 腐 食 性 及 び 皮 膚 刺 激 性 【分類根拠】

( 1 ) 、 ( 2 )  より、区分に該当しないとした。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  U S F ede ra l  R eg i s te r  p ro toco l に準じウサギ の皮膚に4時間

半閉塞適用を行っ た皮膚刺激性試験で皮膚反応はみら れなかっ た

( R EA CH 登録情報 ( A cces s  on  Oc tobe r  2019 ) ) 。

( 2 )  入手可能な情報では、皮膚及び 眼に刺激性は示さない ( SIDS

( 2008 ) ) 。

【参考デ ー タ等】

( 3 )  本物質の1時間ｘ6日間の反復適用は皮膚の脱脂と角質層のダ

メ ー ジを引き起こ す が、本物質の10％ワセリン調製物の48時間閉

塞適用は皮膚刺激を生じない ( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) ) 。

( 4 )  本物質の反復閉塞適用は皮膚に刺激性を示す  ( DF GOT

v o l .12  ( 1999 ) ) 。

眼 に 対 す る 重 篤 な 損 傷 性 又 は 眼 刺

激 性

【分類根拠】

( 1 ) ～( 3 )  より、区分2B とした。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ウサギ を用いた眼刺激性試験において一過性の刺激性が認め

ら れ、24/48/72hの合計スコ ア( 最大110）は、11、2、2であり、7日

ま でに全ての反応は消失した。改変最大平均スコ アは15 ( 最大値

=110 ) であっ た ( ECETOC TR 48  ( 1998 ) 、SIDS ( 2008 ) 、R EA CH

登録情報 ( A cces s  on  Oc tobe r  2019 ) ) 。

( 2 )  本物質は400  ppmでヒトに対し、眼、鼻、喉に刺激性を示す

( A CGIH  ( 7 th ,2001 ) 、H SDB  ( A cces s  on  Sep tembe r  2019 ) ) 。

( 3 )  本物質は眼と呼吸器に刺激性を有す る ( PA TTY ( 6 th ,

2012 ) 、GEST IS ( A cces s  on  Sep tembe r  2019 ) ) 。

【参考デ ー タ等】

( 4 )  EU -CLP分類でEy e  I r r i t .  2  ( H 319 )  に分類されている ( EU

CLP分類 ( A cces s  on  Sep tembe r  2019 ) ) 。

( 5 )  本物質は1500  mL/m 3以上でヒトに対し、眼、鼻、喉に刺激性

を示す  ( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) ) 。

( 6 )  入手可能な情報では本物質は、皮膚及び 眼にも 刺激性は示さ

ない ( SIDS ( 2008 ) ) 。
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呼 吸 器 感 作 性 【分類根拠】

デ ー タ不足のため 分類できない。

皮 膚 感 作 性 【分類根拠】

( 1 ) 、 ( 2 )  より、区分に該当しないとした。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  OECD  TG406に準拠したモルモットを用いた皮膚感作性試験

( g u i nea  p i g  ma x i m i s a t i on  tes t )  においてで陰性であっ た

( SIDS ( 2008 ) ) 。

( 2 )  入手可能な情報では本物質は皮膚感作性物質ではなく、皮膚

及び 眼にも 刺激性は示さない ( SIDS ( 2008 ) ) 。

【参考デ ー タ等】

( 3 )  本物質の感作性の報告はあるが、希である ( H SDB  ( A cces s

on  Sep tembe r  2019 ) ) 。

( 4 )  本物質のヒトでの研究及び その構造から 、皮膚感作性は示唆

す る情報はない ( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) ) 。

生 殖 細 胞 変 異 原 性 【分類根拠】

( 1 ) 、 ( 2 )  より、 i n  v i v o、 i n  v i t ro試験を含む 標準的組合せ試験で

いず れも 陰性であっ たこ とから 、ガイダンスにおける分類できない

に相当し、区分に該当しない。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  i n  v i v oでは、経口投与及び 腹腔内投与によるマウス及び ハム

スター の骨髄細胞を用いた小核試験で陰性の報告がある

( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) 、SIDS ( 2008 ) ) 。

( 2 )  i n  v i t roでは、細菌の復帰突然変異試験及び 哺乳類培養細胞

の染色体異常試験で陰性の報告がある ( DF GOT v o l .1 2

( 1999 ) 、N TP DB  ( A cces s  on  Sep tembe r  2019 ) 、SIDS

( 2008 ) 、環境省リスク 評価第10巻 ( 2012 ) ) 。

発 が ん 性 【分類根拠】

デ ー タ不足のため 分類できない。

生 殖 毒 性 【分類根拠】

デ ー タ不足のため 分類できない。

特 定 標 的 臓 器 毒 性  ( 単 回 ば く 露 ) 【分類根拠】

ヒト及び 実験動物での ( 1 ) ～( 4 )  の情報より、区分3 ( 麻酔作用、

気道刺激性)  とした。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ボラ ンテ ィア10人に本物質400  ppmを3～5分間吸入ばく露し

た試験で、被験者が眼、鼻、喉の刺激を訴えたとの報告がある

( DF GOT v o l .1 2  ( 1999 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) ) 。

( 2 )  男性ボラ ンテ ィア16人に本物質402  ppm  を4時間ばく露した試

験で、被験者がばく露時間内に眼や口、喉の刺激を訴えたとの報

告がある ( 環境省リスク 評価第10巻 ( 2012 ) )

( 3 )  ネコ の単回吸入ばく露試験において、本物質20 ,000  ppm、45

分間のばく露で深麻酔状態に至っ たが回復したとの報告がある

( A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) ) 。

( 4 )  ラ ットの6時間単回吸入ばく露試験において、自発運動喪失な

ど の典型的な中枢神経系抑制の症状が認め ら れたが、最大6,000

ppm  ( 22 .5  mg /L)  ま で死亡例はなかっ たとの報告がある ( SIDS

( 2008 ) ) 。

特 定 標 的 臓 器 毒 性  ( 反 復 ば く 露 ) 【分類根拠】

( 1 )  より、経口経路については区分に該当しない。吸入経路につい

ては、( 2 )  のラ ットの吸入ばく露で区分1の範囲内で呼吸器への影

響を示す 結果があるも のの、( 3 )  では、( 2 )  より高い濃度でヒトにお

いて症状がみら れなかっ たと報告されているこ とから 、区分に該当

しないと考えら れる。

【根拠デ ー タ】

( 1 )  ラ ットに90日間経口投与した結果、3 ,600  mg /k g /da y で体重

増加抑制、摂餌量減少がみら れたのみであっ た ( SIDS ( 2008 ) 、

環境省リスク 評価第10巻 ( 2012 ) ) 。

( 2 )  ラ ットに13週間吸入ばく露 ( 6時間/日、5日/週)  した結果、

350  ppm  ( ガイダンス値換算: 0 .9  mg /L、区分1の範囲)  以上の

雌雄で鼻 ( 嗅上皮)  でご く軽微から 中程度の変性がみら れた ( 環

境省リスク 評価第10巻 ( 2012 ) ) 。

( 3 )  375～1 ,500  ppmの濃度で数ヵ 月間ばく露された作業者で症

状はみら れなかっ た ( A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) ) 。

誤 え ん 有 害 性 ＊ 【分類根拠】

デ ー タ不足のため 分類できない。

*　J IS Z 7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から 項目名が変更となっ た。

１ ２ ． 環 境 影 響 情 報

生 態 毒 性

水 生 環 境 有 害 性  ( 急 性 ) 魚類 ( フ ァットヘッドミノー )  での96時間LC50  =  230  mg /L ( S IDS

( 2008 )  他) 、甲殻類 ( オオミジンコ )  での24時間LC50  =  2 ,500
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mg /L ( S IDS ( 2008 ) )  であるこ とから 、区分外とした。

水 生 環 境 有 害 性  ( 長 期 間 ) 急性毒性区分外であり、難水溶性でない ( 水溶解度 =  80 ,000

mg /L ( PH YSPR OP Da ta ba s e  ( 2009 ) ) )  こ とから 、区分外とし

た。

オ ゾ ン 層 へ の 有 害 性 当該物質はモントリオー ル議定書の附属書に列記されていない。

１ ３ ． 廃 棄 上 の 注 意

残 余 廃 棄 物 廃棄においては、関連法規並び に地方自治体の基準に従うこ と。

都道府県知事など の許可を受けた産業廃棄物処理業者、も しくは地

方公共団体がその処理を行っ ている場合にはそこ に委託して処理す

る。

廃棄物の処理を委託す る場合、処理業者等に危険性、有害性を十分

告知の上処理を委託す る。

汚 染 容 器 及 び 包 装 容器は洗浄してリサイク ルす るか、関連法規制並び に地方自治体の

基準に従っ て適切な処分を行う。

空容器を廃棄す る場合は、内容物を完全に除去す るこ と。

１ ４ ． 輸 送 上 の 注 意

該当の有無は製品によっ ても 異なる場合がある。法規に則っ た試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づ

いて、修正が必要な場合がある。

国 際 規 制

国 連 番 号 1173

国 連 品 名 ETH YL A CETA TE

国 連 危 険 有 害 性 ク ラ ス 3

副 次 危 険 -

容 器 等 級 I I

海 洋 汚 染 物 質 該当しない

M A R P O L 7 3 / 7 8 附 属 書 Ⅱ 及 び

I B C コ ー ド に よ る ば ら 積 み 輸 送 さ れ

る 液 体 物 質

該当す る（Z）

国 内 規 制

海 上 規 制 情 報 船舶安全法の規定に従う。

航 空 規 制 情 報 航空法の規定に従う。

陸 上 規 制 情 報 道路法、毒物及び 劇物取締法、消防法の規定に従う。

特 別 な 安 全 上 の 対 策 道路法、毒物及び 劇物取締法、消防法の規定によるイエ ロー カー ド

携行の対象物

そ の 他  ( 一 般 的 )  注 意 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない

ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

重量物を上積みしない。

緊 急 時 応 急 措 置 指 針 番 号 * 129

*　北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となっ て発行した「2016  Emeng ency  R es pons e

Gu i debook  ( ER G 2016 ) 」（一般社団法人日本化学工業協会によっ て和訳されている（発行元：日本規格協

会）に掲載されている。

１ ５ ． 適 用 法 令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されておりま す 。事業場において記載す るに当たっ ては、最新

情報を確認してください。

労 働 基 準 法 疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４

号１）【酢酸エ チル】

労 働 安 全 衛 生 法 作業環境評価基準（法第６５条の２第１項）【５１　酢酸エ チル】

第２種有機溶剤等（施行令別表第６の２・有機溶剤中毒予防規則第１

条第１項第４号）【１８　酢酸エ チル】

危険物・引火性の物（施行令別表第１第４号）【４の２　その他の引火

点－３０℃以上０℃未満のも の】

特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第６６条第２項、施行令

第２２条第１項）【６　酢酸エ チル】

名称等を表示す べき危険物及び 有害物（法第５７条第１項、施行令第

１８条第１号、第２号別表第９）【１７７　酢酸エ チル】

名称等を通知す べき危険物及び 有害物（法第５７条の２、施行令第１

８条の２第１号、第２号別表第９）【１７７　酢酸エ チル】

危険性又は有害性等を調査す べき物（法第５７条の３）

化 学 物 質 排 出 把 握 管 理 促 進 法

( P R T R 法 )

該当しない

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 劇物（指定令第２条）【３０の３　酢酸エ チル】

消 防 法 第４類引火性液体、第一石油類非水溶性液体（法第２条第７項危険

物別表第１・第４類）【２　第一石油類非水溶性液体】

道 路 法 車両の通行の制限（施行令第１９条の１３、（独）日本高速道路保有・

債務返済機構公示第１２号・別表第２）【５　第一石油類非水溶性液

体】

航 空 法 引火性液体（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）【【国連番号】

１１７３　酢酸エ チル】

船 舶 安 全 法 引火性液体類（危規則第３条危険物告示別表第１）【【国連番号】１１

７３　酢酸エ チル】

港 則 法 その他の危険物・引火性液体類（法第２１条第２項、規則第１２条、危

険物の種類を定め る告示別表）【２ロ　酢酸エ チル】
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海 洋 汚 染 防 止 法 危険物（施行令別表第１の４）【１０　酢酸エ チル】

有害液体物質（Ｚ類物質）（施行令別表第１）【５１　酢酸エ チル】

大 気 汚 染 防 止 法 揮発性有機化合物（法第２条第４項）（環境省から 都道府県への通

達）【揮発性有機化合物】

水 質 汚 濁 防 止 法 指定物質（法第２条第４項、施行令第３条の３）【１３　酢酸エ チル】

悪 臭 防 止 法 特定悪臭物質（施行令第１条）【１４　酢酸エ チル】

１ ６ ． そ の 他 の 情 報

参考文献

9項、11項については各デ ー タ毎に記載｡その他の各項については以下を参照。

N ITE化学物質総合情報提供システ ム （N ITE-CH R IP）

I n te rna t i ona l  Chem i ca l  Sa f e ty  Ca rds  ( ICSC)

H a za rdous  Subs ta nces  D a ta  B a nk  ( H SDB )

GEST IS Subs ta nce  da ta ba s e  ( GEST IS)

ER G 2016版　緊急時応急措置指針－容器イエ ロー カー ドへの適用

No.02303

2025/02/07 16:19 職場のあんぜんサイト：化学物質：酢酸エチル

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_DET.aspx 7/7

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/ref_gmsds.html

